
令和５年６月 27 日 

総 合 教 育 会 議 

第四次稲城市教育振興基本計画策定に向けた  

教育大綱の確認について 

「第三次稲城市教育振興基本計画」が令和６年度で期間満了を迎えるため、令

和５年度及び令和６年度において次期計画「第四次稲城市教育振興基本計画」（以

下「第四次計画」という。）を策定することと予定しています。 

教育振興基本計画については、総合教育会議にて決定された「ふれあいを通じ

て人と文化を育む稲城の教育大綱」（以下「教育大綱」という。）を踏まえて策定

することとしているため、第四次計画策定に着手する前に、教育大綱の内容につ

いて協議いただくものです。 

１ 平成 27 年５月 11 日総合教育会議における教育大綱の考え方  

・第一から第四までの全体を教育大綱として捉える。

・「第一 大綱」は、教育基本法の理念、目的、目標内容、稲城市のこれまでの

教育の取組等を取り入れつつ掲げた内容（６項目）である。  

・「第二 教育目標」以降は、稲城市教育振興基本計画（当時は第二次計画）を

内包する形である。 

・総合教育会議で決定した教育大綱に基づき、計画や各種施策が作られるべき

である。

・教育大綱に教科書採択についての考え方を盛り込み、それに基づいて、この

総合教育会議の中で教科書採択についての公平さ、公正さを担保する。
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【「教育大綱」と「教育振興基本計画」の体系イメージ】 

２ 第四次計画策定における総合教育会議の進め方 

以下のスケジュールにおいて、教育大綱が示す考え方に則り、教育振興基本

計画の策定に入り、総合教育会議にて両者の整合を図りながら策定作業を行う

予定とします。 

【スケジュール】 

時期 内容 

令和５年６月 27 日 総合教育会議 

・教育大綱「第一 大綱」協議

・その他教育振興基本計画の策定方針（教育大綱

「第二  教育目標」「第三  基本方針」「第四

施策の柱」の方向性）協議

令和６年７月下旬 総合教育会議 

・計画総論案確認

・教育大綱「第二 教育目標」「第三 基本方針」

「第四 施策の柱」協議

令和７年１月中旬 総合教育会議 

・計画素案確認

※ スケジュール表（別紙３）を参照

教育大綱 

第一 大綱 

教育振興基本計画 

・施策の柱（基本的方向）

・施策の方向性

・主な施策

第二 教育目標  

第三 基本方針  

第四 施策の柱  

目標・方針 

施策・ 

取組内容  

基本的な  

方針を参酌  

教育基本法（別紙２）その他関係法 

参酌 

（国）教育振興基本計画（別紙１） 
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別紙２ 

○教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）（抄） 

 

第一章 教育の目的及び理念 

（教育の目的） 

第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者と

して必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなけれ

ばならない。 

 

（教育の目標） 

第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げ

る目標を達成するよう行われるものとする。  

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道

徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。  

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律

の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態

度を養うこと。 

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の

精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養

うこと。 

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。  

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとと

もに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。  

 

（生涯学習の理念） 

第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよ

う、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習するこ

とができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければ

ならない。 

 

（教育の機会均等） 

第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えら

れなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によ

って、教育上差別されない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教

育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。  

３ 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修

学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。  
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（教育行政） 

第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定め

るところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との

適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。 

２ 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関

する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。  

３ 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じ

た教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。  

４ 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財

政上の措置を講じなければならない。 

 

（教育振興基本計画） 

第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他

必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、

公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公

共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう

努めなければならない。 
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第四次稲城市教育振興基本計画　策定スケジュール 別紙３

令和５年度

令和６年度

８月
下旬 上旬 中旬 下旬

項目
４月 ５月 ６月 ７月 ３月

備考
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月
下旬上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬

アンケート調査
実施 現状分析、課題の整理

国や東京都等の情報収集（随時）

アンケート調査票の設計・オンライン調査実施準備 入力、集計、報告書案の作成

第三次計画の評価方法の検討

計画の最終調
整

第三次計画の評価作業

庁
内
策
定
委
員
会
・策
定
委
員
会
③

庁
内
策
定
委
員
会
・策
定
委
員
会
⑤

(

意
見
公
募
結
果
、
計
画
総
論
及
び
各
論
案
）

庁
内
策
定
委
員
会
・
策
定
委
員
会
⑥

(

計
画
最
終
案
）

調査実施準備

新計画の構成案・総論案の作成 新計画の総論の修正 新計画の各論案の作成

庁
内
策
定
委
員
会
・策
定
委
員
会
②

(

第
三
次
計
画
の
評
価
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
、

成
果
指
標
及
び
目
標
到
達
度
確
認
）

庁
内
策
定
委
員
会
・
策
定
委
員
会
①

(

策
定
方
針
、
ア
ン
ケ
ー
ト)

第三次計画の令和４年度の進行状況確認

総
合
教
育
会
議

（
教
育
大
綱
（
第
一
）
協
議

市
議
会
報
告（

計
画
総
論
案
）

教
育
委
員
会
報
告

（
計
画
総
論
案
）

市
民
意
見
公
募（

総
論
案
）

庁
内
策
定
委
員
会
・策
定
委
員
会
④

(

計
画
総
論
案
）

関
係
機
関
意
見
公
募

（
総
論
及
び
各
論
案
）

総
合
教
育
会
議

（
計
画
素
案
確
認
）

計画の最終調整

市
長
決
裁
・
計
画
完
成

市
議
会
報
告（

計
画
最
終
案
）

教
育
委
員
会
報
告

（
計
画
最
終
案
）

国や東京都等の情報収集（随時）

策定委員会人選・策定支援委託事業者

総
合
教
育
会
議

（
計
画
総
論
案
確
認
・

教
育
大
綱
「
第
二
～
第
四
」
協
議
）
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